
松　

崎　

憲　

三

東
日
本
の
事コ

ト

八ヨ
ウ

日カ

再
考

―
―
茨
城
・
栃
木
の
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
を
中
心
に
―
―
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は
じ
め
に

　

日
本
民
俗
学
会
に
お
け
る
研
究
動
向
号
は
ほ
ぼ
三
年
毎
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
文
字
通
り
「
年
中
行
事
」
と
銘
打
っ
て
レ
ビ
ュ

ー
が
な
さ
れ
た
の
は
、『
日
本
民
俗
学
』
二
七
七
号
（
二
〇
一
四
年
二
月
刊
）
の
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
一
年
の
成
果
に
つ
い
て
倉

石
あ
つ
子
が
執
筆
し
た
も
の
が
最
後
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
は
民
俗
学
の
対
象
の
多
様
化
へ
の
対
処
か
ら
か
（
？
）、
そ
の
時
々
の
視
点
、

切
り
口
か
ら
編
集
（
分
野
の
括
り
）
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
倉
石
は
先
の
論
稿
で
、「
学
会
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
を
見
る
限

り
、
年
中
行
事
へ
の
関
心
は
、
極
め
て
低
調
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
指
摘
し
、「
民
俗
学
が
生
活
文
化
を
対
象
に
し
て

い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
日
常
的
な
生
活
リ
ズ
ム
を
作
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
の
目
安
と
な
る
年
中
行
事
や
そ
れ
に
か
か
わ
る
季
節
の

変
化
に
目
が
向
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
研
究
者
自
身
が
自
分
た
ち
の
生
活
へ
の
関
心
が
極
め
て
薄
く
な
っ
て
き
て
い
る
証
拠
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
」
と
、
研
究
者
の
取
り
組
み
姿
勢
を
問
題
視
し
て
い
る（

（
（

。

　

ち
な
み
に
、
年
中
行
事
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
に
関
し
て
は
、
稲
作
を
中
心
と
し
た
伝
統
的
な
行
事
に
ば
か
り
に
と
ら
わ
れ
ず
、

新
し
く
生
ま
れ
た
（
取
り
入
れ
ら
れ
た
）
年
中
行
事
の
実
態
に
も
目
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
産
業
構
造
や
生
活
様
式
が
大
幅
に
変
化

し
た
現
在
、
都
市
の
生
活
リ
ズ
ム
に
見
合
っ
た
形
で
捉
え
な
お
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。
一
方
倉
石
は

「
円
環
す
る
時
間
の
儀
礼
で
あ
る
年
中
行
事
に
つ
い
て
の
研
究
や
調
査
が
、
暦
日
に
こ
だ
わ
る
だ
け
で
な
く
、
季
節
感
や
式
年
祭
祀
、

あ
る
い
は
清
少
納
言
や
吉
田
兼
好
が
と
り
あ
げ
た
よ
う
な
緩
や
か
な
生
活
リ
ズ
ム
な
ど
、
様
々
な
周
期
的
事
象
ま
で
を
も
対
象
と
す

る
よ
う
な
視
点
が
あ
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
」
と
、
研
究
者
の
視
野
の
広
さ
を
求
め
て
い
る（

（
（

。

　

筆
者
自
身
は
都
市
の
生
活
リ
ズ
ム
や
季
節
感
を
テ
ー
マ
と
し
た
り（

（
（

、
諏
訪
系
神
社
の
御
柱
祭
や
千
葉
県
下
の
式
年
祭
を
取
り
上
げ

た
こ
と
も
あ
る
が（

（
（

、
い
ず
れ
も
単
発
的
な
論
稿
で
体
系
的
な
記
述
の
体
を
な
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、「
ヒ
ト
・
モ
ノ
（
器
物
）・
動

植
物
の
供
養
」
を
中
心
と
す
る
民
俗
信
仰
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
、
そ
の
合
い
間
に
思
い
つ
く
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
テ
ー
マ
（
個
人
研
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究
で
あ
れ
共
同
研
究
で
あ
れ
）
を
手
が
け
て
し
ま
っ
た
当
然
の
帰
結
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
積
み
重
ね
が
や
が
て
多

少
な
り
と
も
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
へ
と
展
開
す
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
楽
観
的
な
見
通
し
を
持
ち
な
が
ら
取
り
組
ん
で
来

た
し
、
そ
の
点
は
今
も
変
わ
り
が
な
い
。
近
年
で
は
、
通
過
儀
礼
や
社
会
伝
承
（
贈
答
慣
行
、
擬
制
的
親
子
関
係
）
等
と
複
合
的
に
把

握
で
き
る
「
七
夕
ま
つ
り
」、「
七
つ
の
祝
い
と
七
五
三
」
に
関
心
を
持
ち
、
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る（

（
（

。
い
ず
れ
も
歴
史
的
変
遷
を
踏

ま
え
て
現
状
を
確
認
し
、
課
題
を
解
明
す
べ
く
努
め
た
も
の
で
あ
る
。
小
稿
も
同
様
の
立
場
か
ら
分
析
を
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、

た
ま
た
ま
近
年
文
化
庁
の
記
録
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
た
北
関
東
の
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
、
松
本
お
よ
び
伊
那
地
方
の

事
八
日
に
関
す
る
報
告
書
が
刊
行
さ
れ（

（
（

、
大
学
院
の
授
業
で
取
り
上
げ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
何
と
か
ま
と
め
て
み
よ
う
と
思

い
至
っ
た
の
が
、
小
稿
執
筆
の
契
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一
、
先
行
研
究
小
史

　

平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
十
月
に
、
小
川
直
之
の
『
日
本
の
歳
時
伝
承
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る（

7
（

。
同
書
は
「
歳
暮
と
都
市
の
市
」

に
始
ま
り
「
冬
至
」
に
至
る
ま
で
、
都
合
三
六
の
行
事
を
独
り
で
ま
と
め
た
力
作
で
あ
る
。
同
書
の
帯
に
「
年
中
行
事
の
淵
源
を
探

る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
献
を
駆
使
し
つ
つ
そ
の
歴
史
と
本
来
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
民
俗
学
的
に
は
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
手
法
に
則
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
小
稿
と
か
か
わ
る
の
は
「
目
一
つ
小
僧
の
来
る
日
」
な
る
節
に
ほ
か
な
ら
な
い（

8
（

。

　

小
川
は
五
項
目
を
立
て
て
「
目
一
つ
小
僧
が
来
る
日
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
第
一
項
「
妖
怪
を
研
究
す
る
」
に
お
い
て
は
、

日
本
文
化
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
万
葉
集
と
妖
怪
の
存
在
を
あ
げ
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
妖
怪
絵
巻
の
歴
史
と
そ
の
研
究
史
を
か

い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
妖
怪
へ
の
関
心
は
中
世
（
一
四
世
紀
）
の
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
に
遡
り
、
ま
た
妖
怪
の
研

究
は
近
世
の
平
田
篤
胤
に
始
ま
り
、
井
上
円
了
、
柳
田
國
男
を
経
て
今
日
に
至
っ
た
と
し
て
い
る
。
柳
田
は
民
俗
学
を
新
国
学
と
称

し
て
お
り
、
民
俗
学
の
萌
芽
は
一
般
に
本
居
宣
長
の
『
玉
勝
間
』
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
弟
子
で
あ
る
平
田
篤
胤
は
『
勝
五
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郎
再
生
記
聞
』、『
仙
童
寅
吉
』
等
を
通
じ
て
霊
魂
観
や
他
界
観
研
究
の
魁
と
な
っ
た
。
そ
の
点
だ
け
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
第
二
項
「
目
一
つ
小
僧
の
伝
承
」
で
は
、
妖
怪
研
究
は
日
本
人
の
精
神
的
世
界
を
描
く
上
で
恰
好
の
素
材
で
あ
り
、
し
か

も
年
中
行
事
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
妖
怪
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
事
八
日
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
そ
う
し
て

特
に
事
八
日
に
お
け
る
目
一
つ
小
僧
の
出
現
は
、
関
東
甲
信
越
地
方
の
各
所
で
伝
え
る
と
し
て
、
神
奈
川
、
千
葉
の
事
例
を
紹
介
し

て
い
る
。
第
三
項
「
目
一
つ
小
僧
の
正
体
」
で
は
、
二
月
と
十
二
月
の
八
日
、
い
わ
ゆ
る
事
八
日
に
訪
れ
る
神
の
名
称
、
属
性
に
つ

い
て
か
い
つ
ま
ん
で
分
析
を
加
え
、
こ
の
来
訪
す
る
目
一
つ
小
僧
（
あ
る
い
は
ヒ
ト
ツ
マ
ナ
コ
）
に
つ
い
て
は
全
国
的
に
厄
神
や
悪
魔

と
す
る
地
域
が
多
く
、
一
つ
目
、
一
本
足
と
い
っ
た
異
形
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
目
籠
を
掲
げ
た
り
、
ニ
ン
ニ
ク
、
ヒ
イ
ラ

ギ
等
を
家
の
戸
口
に
掲
げ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
災
厄
や
疫
病
を
も
た
ら
す
も
の
を
防
御
し
よ
う
と
す
る
心
意
が
う
か
が
え
る
と
し

て
い
る
。
一
方
で
は
送
り
神
形
式
を
と
る
所
も
あ
る
と
つ
け
加
え
な
が
ら
、
山
の
神
や
田
の
神
、
エ
ビ
ス
・
大
黒
と
い
っ
た
福
神
の

去
来
伝
承
も
地
域
に
よ
っ
て
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

と
も
あ
れ
先
の
よ
う
に
整
理
し
た
後
、「
一
本
足
の
解
釈
は
残
る
が
…
…
」
と
留
保
し
つ
つ
、
目
一
つ
小
僧
の
正
体
を
天あ

め

目の
ま

一ひ
と

箇つ
の

神か
み

（
た
た
ら
師
の
神
）
で
は
説
明
が
つ
か
ず
、
そ
の
正
体
は
人
の
善
悪
を
監
視
す
る
と
い
う
「
天あ

め

の
眼ま

な
こ」
と
考
え
る
方
が
良
い
と
、

「
地ち

の
眼ま

な
こ（

井
戸
の
眼
）」
と
対
応
さ
せ
つ
つ
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。
人
の
善
悪
を
監
視
す
る
「
天
の
眼
」
と
い
う
見
解
が
突
如
と

し
て
登
場
す
る
が
、
天
の
眼
と
地
の
眼
が
儀
礼
の
上
で
も
信
仰
レ
ベ
ル
で
も
ど
う
対
応
し
、
ま
た
何
故
一
つ
目
小
僧
の
正
体
と
特
定

し
う
る
の
か
、
小
川
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
説
だ
け
に
、
も
う
少
し
丹
念
に
説
明
し
て
欲
し
い
よ
う
な
気
も
す
る
。

　

第
四
項
「
目
籠
を
立
て
る
」
で
は
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
刊
の
『
東
都
歳
時
記
』、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
刊
の
世
田
谷
区

大
場
家
『
家
例
年
中
行
事
』、
同
じ
く
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
～
一
八
）
の
『
諸
国
風
俗
問
状
・
答
』
等
に
そ
の
記
載
が
あ
り
、
古
く

か
ら
こ
の
種
の
習
俗
が
存
在
し
た
点
を
強
調
し
て
い
る
。
最
後
の
第
五
項
「
事
始
め
と
事
納
め
」
に
お
い
て
は
、
二
月
八
日
を
事
始

め
、
十
二
月
八
日
を
事
納
め
と
い
う
地
域
が
あ
る
一
方
、
事
始
め
と
事
納
め
を
逆
と
み
る
伝
承
が
混
在
し
て
い
る
と
し
、
仁
安
二
年

（
一
一
六
七
）
の
九
條
兼
家
の
日
記
『
五
葉
』
二
月
八
日
の
条
に
「
事
始
め
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
平
安
時
代
に
は
す
で
に
こ
の
日
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が
公
家
の
間
で
「
事
」
の
日
と
な
っ
て
い
た
の
が
わ
か
る
も
の
の
、

い
ず
れ
が
本
来
の
始
め
か
明
確
な
判
断
は
で
き
な
い
と
し
て
結
ん

で
い
る
。

　

以
上
が
小
川
の
論
の
ま
と
め
で
あ
る
が
、
先
ず
は
事
始
め
と
事

納
め
の
問
題
を
中
心
に
先
行
研
究
を
整
理
し
、
そ
の
上
で
北
関
東

の
事
八
日
、
特
に
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
を
試
み

る
こ
と
に
し
た
い
。

　

な
お
、
近
年
事
八
日
に
言
及
し
た
の
は
小
川
の
論
考
ぐ
ら
い
で

あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
研
究
に
つ
い
て
は
大
島
建
彦
が
『
双
書
フ

ォ
ー
ク
ロ
ア
の
視
点
八
・
コ
ト
八
日
』（
岩
崎
美
術
社　

一
九
八
九
）

を
編
ん
で
要
領
よ
く
ま
と
め
て
お
り（

9
（

、
同
書
を
参
考
に
し
な
が
ら

整
理
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

事
八
日
の
祭
日
に
つ
い
て
全
国
的
な
把
握
を
試
み
た
の
は
北
島

（
打
江
）
春
子
で
あ
る
。
北
島
は
全
国
七
三
四
件
の
資
料
を
も
と

に
（
た
だ
し
、
具
体
的
資
料
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
）、
図
⑴
を
作

成
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
Ａ
地
域
（
東
日
本
）
と
Ｂ
地
域
（
西

日
本
、
青
森
を
含
む
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
Ａ
地
域
で
は
二

月
八
日
、
十
二
月
八
日
に
行
事
が
あ
り
、
東
京
周
辺
で
は
十
二
月

八
日
が
事
始
め
、
二
月
八
日
が
事
納
め
で
、
事コ

ト

は
正
月
行
事
と
解

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
Ａ
地
域
全
般
で
は
、
こ
れ
と
逆
に

図（（）　事八日の行事日（北島［打江］註（（0）による）
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な
っ
て
お
り
、
二
月
八
日
が
事
始
め
、
十
二
月
八
日
が
事
納
め

と
な
っ
て
い
て
春
秋
の
そ
れ
は
対
応
し
て
お
り
、
農
事
始
め
と

農
事
納
め
の
時
期
に
お
け
る
節
目
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
。

一
方
Ｂ
地
域
の
十
二
月
八
日
の
代
表
的
な
も
の
は
、
八
日
待
ち
、

ウ
ソ
バ
ラ
イ
と
い
っ
た
共
同
飲
食
や
八
日
吹
き
な
ど
の
伝
承
、

薬
師
の
祭
り
な
ど
で
あ
り
、
春
ゴ
ト
、
コ
ト
節
供
、
シ
ョ
ウ
ジ

ン
コ
ト
な
ど
が
、
事
八
日
の
行
事
と
関
連
を
持
つ
と
指
摘
し
て

い
る（

（1
（

。

　

北
島
は
、
こ
の
ほ
か
当
日
門
口
に
掲
げ
る
（
呪
）
物
（
図
⑵
）

や
来
訪
神
の
伝
承
、
物
忌
、
供
物
等
に
も
言
及
し
て
お
り（

（（
（

、
そ

れ
を
受
け
て
富
山
昭
が
ま
と
め
た
も
の
が
表
⑴
で
あ
る（

（1
（

、
東
日

本
と
西
日
本
と
の
地
域
差
を
は
じ
め
と
し
て
、
事
八
日
の
多
様

な
あ
り
方
が
見
て
取
れ
る
。

　

な
お
、
東
日
本
と
西
日
本
と
の
地
域
差
に
つ
い
て
山
口
貞
夫

は
、　

要
す
る
に
二
月
八
日
及
び
東
国
の
十
二
月
八
日
は
、
元
々

山
の
神
の
伝
来
す
る
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
神
が
片
目
で
あ

る
と
言
う
思
想
が
あ
っ
た
為
に
信
仰
の
下
落
に
伴
っ
て
一

目
小
僧
に
堕
し
、
神
を
迎
え
る
た
め
に
静
粛
を
守
っ
た
人
々

図（（）　事八日における戸口の掲示物（北島［打江］註（（0）による）
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は
悪
霊
を
恐
れ
て
蟄
居
に
至
っ
た
。
神
の
依
代
と
し
て
竿
頭
に
掲
げ
た
目
籠
は
一
目
小
僧
と
目
数
を
争
う
道
具
と
な
り
終
り
、

別
に
臭
気
を
か
が
せ
て
邪
霊
を
払
う
行
事
ま
で
も
付
加
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
現
存
す
る
資
料
か
ら
比
較
す
る
と
大
体
こ
ん
な
想

像
が
つ
く
の
で
あ
る
。

と
述
べ（

（1
（

、
さ
ら
に
、

　

言
い
替
え
れ
ば
東
日
本
に
於
て
は
二
月
八
日
と
十
二
月
八
日
に
神
去
来
の
信
仰
あ
る
い
は
そ
の
痕
跡
が
見
出
さ
れ
る
の
に
反

し
、
西
日
本
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
全
く
消
滅
し
、
し
か
も
針
千
本
、
針
供
養
、
嘘
晴
れ
、
誓
文
払
等
の
多
様
な
信
仰
を
生
ん
で

い
る
こ
と
で
あ
る
。

と
結
論
づ
け
て
い
る（

（1
（

。
山
口
の
よ
う
に
、
事
八
日
の

来
訪
神
を
山
の
神
と
田
の
神
と
の
去
来
伝
承
と
結
び

つ
け
て
考
え
る
論
者
は
か
つ
て
は
こ
と
の
ほ
か
多
か

っ
た
。
一
方
事
始
め
事
納
め
（
事
じ
ま
い
）
に
つ
い

て
は
和
歌
森
太
郎
が
『
年
中
行
事
』
の
中
で
、「
十

二
月
八
日
が
事
は
じ
め
、
二
月
八
日
が
事
お
さ
め
と

呼
ぶ
方
が
本
来
の
形
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
」
と

の
立
場
か
ら
、「
コ
ト
は
、
本
書
の
初
め
に
も
述
べ

た
通
り
、
神
事
で
あ
る
。
そ
し
て
神
事
と
い
う
も
の

の
原
質
は
物
忌
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
年
の
農
事

表（（）　事八日の構成（富山註（（（）による）
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か
ら
農
事
に
及
ぶ
物
忌
期
間
が
こ
の
二
か
月
間
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
両
端
が
強
く
事
八
日
と
し
て
残
っ
た
の
だ
ろ
う
」

と
指
摘
し
て
い
る（

（1
（

。

　

以
上
の
研
究
史
を
踏
ま
え
て
大
島
は
、「
今
日
の
民
俗
学
の
大
勢
と
し
て
は
、
春
の
行
事
の
一
端
に
、
二
月
八
日
の
コ
ト
ハ
ジ
メ

が
い
と
な
ま
れ
、
秋
の
祭
り
や
行
事
の
一
端
に
、
十
二
月
八
日
の
コ
ト
オ
サ
メ
が
い
と
な
ま
れ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
」
と
し
つ
つ
も
、

　

実
際
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
正
月
の
行
事
を
通
じ
て
、
十
二
月
の
刈
上
げ
祭
り
と
通
ず
る
も
の
と
、
二
月
の
田
の
神
迎
え
と
通
ず

る
も
の
と
が
、
か
な
り
あ
き
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
二
月
お
よ
び
十
二
月
の
コ
ト
八
日
が
、
一

年
間
の
農
事
の
過
程
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
一
聯
の
正
月
行
事
と
か
か
わ
り
な
が
ら
、
む
し
ろ
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
お

こ
な
わ
れ
た
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
コ
ト
の
八
日
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
一
年
間
の
行
事
の
構
造
を

か
え
り
み
な
が
ら
、
い
っ
そ
う
精
細
な
分
析
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
、
慎
重
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る（

（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
こ
と
来
訪
神
の
属
性
、
事
八
日
の
性
格
と
な
る
と
、
大
晦
日
や
節
分
に
疫
病
神

や
厄
神
を
祀
る
風
習
を
前
提
に
、
さ
ら
に
は
道
祖
神
信
仰
と
の
結
び
つ
き
を
視
野
に
、

　

小
正
月
の
火
祭
り
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
よ
う
な
道
祖
神
な
ど
の
信
仰
と
つ
な
が
っ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
が
歳
神
送
り
の
行

事
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
む
し
ろ
厄
神
送
り
の
方
に
傾
い
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
コ
ト
八
日
の

行
事
と
い
う
の
も
、
そ
の
小
正
月
の
火
祭
り
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
悪
霊
の
鎮
送
を
中
心
に
な
り
た
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

と
、
明
快
に
結
論
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（1
（

。



33　東日本の事八日再考
　

表
⑴
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
の
よ
う
に
、
事
八
日
に
関
す
る
伝
承
は
多
様
か
つ
錯
綜
し
て
お
り
、
そ
の
把
握
は
一
筋
縄
で
は
行
か
な

い
。
幸
い
近
年
詳
細
な
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
先
ず
は
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
を
中
心
に
、
茨
城
と
栃
木
県
下
の
事
八
日
の
実

態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
茨
城
の
サ
サ
ガ
ミ
習
俗

⑴
事
八
日
の
概
要

　

茨
城
県
に
よ
る
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
の
記
録
作
成
事
業
は
、
平
成
十
六
、
十
七
年
（
二
〇
〇
四
、
二
〇
〇
五
）
の
二
ヶ
年
に
わ
た
っ
て

行
な
わ
れ
、
都
合
一
五
八
箇
地
点
の
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
デ
ー
タ
を
九
地
域
、
す
な
わ
ち
⑴
古
河
周
辺
地
域
、
⑵
鬼
怒
川
・

小
貝
川
流
域
北
部
地
域
、
⑶
筑
波
西
部
地
域
、
⑷
筑
波
東
部
地
域
、
⑸
鬼
怒
川
・
小
貝
川
流
域
南
部
地
域
、
⑹
県
北
地
域
、
⑺
水
戸

周
辺
地
域
、
⑻
鹿
行
地
域
、
⑼
霞
ケ
浦
周
辺
地
域
に
分
け
て
分
析
を
加
え
て
い
る
。
な
お
、
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
事
八
日
に
行
な
う
も
の
で
、
一
メ
ー
ト
ル
弱
の
笹
、
茅
な
ど
三
本
の
枝
の
先
を
結
ん
で
根
本
を
広
げ
、
母
屋
の
表
や
裏
に
立
て
、
笹
・

茅
等
の
先
に
ウ
ド
ン
・
ソ
バ
等
の
供
物
を
載
せ
る
と
い
う
も
の
で
、
中
に
は
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
の
去
来
伝
承
を
持
つ
も
の
も
あ
り
、
こ

の
時
目
籠
を
揚
げ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
ヤ
イ
カ
ガ
シ
の
類
を
戸
口
に
飾
る
こ
と
も
し
て
い
た
。
こ
の
サ
サ
ガ
ミ
の
習
俗
は
、
⑴
古
河
周

辺
地
域
、
⑶
筑
波
西
部
地
域
に
広
く
行
わ
れ
て
い
た
し
、
⑻
鹿
行
地
域
の
鉾
田
市
の
一
部
で
も
認
め
ら
れ
た
。

　

サ
サ
ガ
ミ
習
俗
の
検
討
に
先
立
っ
て
、
広
く
茨
城
県
の
事
八
日
全
般
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

北
島
の
作
成
し
た
図
⑴
を
み
る
と
、
次
章
で
取
り
上
げ
る
栃
木
県
同
様
二
月
八
日
と
十
二
月
八
日
に
行
事
の
あ
る
地
域
で
、
し
か

も
目
籠
を
揚
げ
る
と
と
も
に
、
ニ
ン
ニ
ク
・
ヒ
イ
ラ
ギ
な
ど
の
魔
除
け
の
呪
物
を
戸
口
に
飾
る
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
茨
城
県
に
お

け
る
二
月
八
日
の
呼
称
は
、
事
始
め
・
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
・
サ
サ
ガ
ミ
送
り
・
地
鎮
祭
・
エ
ビ
ス
講
・
ニ
ン
ニ
ク
豆
腐
の
日
等
で
あ
る
。

ニ
ン
ニ
ク
豆
腐
と
は
、
ニ
ン
ニ
ク
豆
腐
の
細
片
を
ヒ
イ
ラ
ギ
や
茅
の
串
に
刺
し
て
戸
口
に
飾
っ
て
魔
除
け
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
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図（（）　サザガミ習俗調査区分図（文化庁註（（）による）
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た
地
鎮
祭
に
は
、
農
事
始
め
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
日
県
下
で
は
針
供
養
も
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。

一
方
十
二
月
八
日
の
呼
称
は
、
師
走
八
日
・
事
納
め
・
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
・
エ
ビ
ス
講
・
セ
イ
モ
ン
バ
ラ
イ
・
ニ
ン
イ
ク
豆
腐
の
日
等
々

で
あ
る
。
な
お
、
今
回
報
告
書
が
ま
と
め
た
事
八
日
の
要
素
は
以
下
の
一
五
点
に
お
よ
ん
で
お
り（

（1
（

、
事
八
日
の
多
様
な
様
相
が
見
て

取
れ
る
。

①
妖
怪
等
の
去
来　

ア
ク
マ
（
悪
魔
）・
オ
バ
ケ
（
お
化
け
）・
ヒ
ト
ツ
メ
コ
ゾ
ウ
・
ヒ
ト
ツ
メ
ダ
マ
ノ
ダ
ン
ジ
ュ
ウ
ロ
ウ
（
一
つ
目
玉

の
団
十
郎
）・
ヒ
ト
ツ
メ
ノ
カ
イ
ブ
ツ
（
一
つ
目

の
怪
物
）・
ダ
イ
マ
ナ
コ
・
ヒ
ト
ツ
メ
ノ
オ
ニ

（
一
つ
目
の
鬼
）・
ヒ
ト
ノ
マ
ナ
コ
・
ヒ
ャ
ク
マ

ナ
コ
・
ネ
ロ
ハ
・
ヤ
ク
ビ
ョ
ウ
ガ
ミ
・
ビ
ン
ボ

ウ
ガ
ミ
（
貧
乏
神
）・
オ
ニ
・
泥
棒
等

②
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
の
ま
つ
り
（
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
・

ヨ
ウ
ガ
サ
マ
・
ヨ
ウ
カ
ド
ウ
）

③
タ
ノ
カ
ミ
（
田
の
神
）・
ヤ
マ
ノ
カ
ミ
（
山
の

神
）
等
の
去
来
と
そ
れ
に
伴
う
儀
礼
（
山
入
り

の
禁
忌
・
空
臼
を
三
回
た
た
く
）

④
エ
ビ
ス
・
ダ
イ
コ
ク
等
の
去
来
（
エ
ビ
ス
講
）

⑤
居
住
空
間
の
表
と
裏
、
上
を
通
る
妖
怪
や
神

⑥
メ
カ
ゴ
・
ザ
ル
を
立
て
て
除
災
（
ニ
ン
ニ
ク

ト
ウ
フ
・
豆
柄
と
鰯
の
頭
・
ヒ
イ
ラ
ギ
）

図（（）　事八日の訪れもの（（）／名称・形
　　　　　　　　�（文化庁註（（）による）
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⑧
エ
ビ
ス
が
金
銭
を
撒
い
て
行
く
（
銭
撒
き
）

⑨
子
供
の
祝
い
・
除
災
（
襟
掛
け
餅
・
セ
マ
モ

リ
（
背
守
り
）・
子
安
講
・
犬
供
養
）

⑩
餅
・
ダ
ン
ゴ
（
お
こ
と
の
餅
・
襟
掛
け
餅
・
オ

ニ
の
お
っ
か
ね
餅
・
オ
ニ
の
た
ま
げ
た
餅
・
太
神

楽
餅
）

⑪
仕
事
禁
忌
・
山
入
り
禁
忌

⑫
早
寝
・
早
起
き

⑬
履
物
等
所
有
物
を
出
さ
な
い

⑭
針
供
養
（
ト
ウ
フ
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
廃
針
の
処

理
と
供
養
）

⑮
カ
ラ
ス
呼
び

こ
れ
ら
を
富
山
が
ま
と
め
た
表
⑴
と
比
べ
る
と
、

⑴
、
⑵
、
⑶
、
⑷
、
⑸
、
⑻
は
表
⑴
の
「
厄
神
・
魔
物
の
来
訪
に
、
⑹
、
⑺
は
「
物
忌
・
謹
慎
」
の
う
ち
の
「
門
口
の
標
示
」
に
、
⑾
、

⑿
、
⒀
は
「
禁
忌
」
に
対
応
す
る
。
ま
た
⑽
は
「
供
物
」
に
対
応
し
、
⒂
は
全
国
的
に
広
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
⑼
と
関

連
し
て
、
襟
掛
け
餅
に
つ
い
て
は
「
七
つ
の
祝
い
と
七
五
三
」
な
る
拙
論
で
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
が（

（1
（

茨
城
県
の
特
徴
的
な
習
俗
の

一
つ
と
い
え
る
。
一
方
⒂
の
カ
ラ
ス
呼
び
は
烏
勧
請
と
も
称
し
、
全
国
的
に
広
く
見
ら
れ
る
。
正
月
行
事
と
し
て
あ
る
い
は
事
八
日

に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
烏
に
餅
や
団
子
を
食
べ
さ
せ
て
吉
凶
を
判
断
し
た
り
厄
病
除
け
と
す
る
も
の
だ
が
、
茨
城
で
は
事
八
日
の
行

事
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

図（（）　事八日の訪れもの（（）／性格
　　　　　　��（文化庁註（（）による）
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ち
な
み
に
、
こ
の
日
訪
れ
る
と
さ
れ
る
神
や
妖
怪
（
以
下
訪
れ
も
の
と
記
す
）
は
多
岐
に
お
よ
ん
で
お
り
、
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
を
除

く
訪
れ
も
の
は
図
⑷
、
⑸
、
⑹
の
通
り
で
あ
る
。
一
ツ
目
や
三
ツ
目
、
目
玉
の
大
き
い
妖
怪
や
貧
乏
神
・
厄
病
神
が
多
い
中
で
、
県

南
部
に
は
、
エ
ビ
ス
・
大
黒
と
す
る
地
域
が
広
が
り
、
北
部
の
太
子
町
・
常
陸
大
宮
市
、
南
部
の
石
下
町
・
水
海
道
市
な
ど
に
は
、

田
の
神
・
山
の
神
の
去
来
を
伝
え
る
所
も
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
田
の
神
の
去
来
と
関
連
し
て
、
藤
田
稔
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る（

11
（

。

　

二
月
八
日
は
、
二
月
十
日
の
伝
承
と
関

連
さ
せ
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
う
る
。
二

月
十
日
の
行
事
と
し
て
常
陸
北
部
の
田
の

神
お
ろ
し
が
重
要
な
資
料
と
し
て
民
俗
学

会
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。
私
の
調
査
し
た

範
囲
で
は
、
こ
の
日
を
「
田
の
神
様
」
と

呼
ん
で
い
る
の
は
、
那
珂
郡
、
久
慈
郡
、

常
陸
太
田
市
、
北
茨
城
市
、
日
立
市
、
勝

田
市
、
那
珂
湊
市
、
東
茨
城
市
、
西
茨
城

市
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、（
中
略
）
こ
れ

に
類
し
た
行
事
が
県
西
で
も
行
わ
れ
て
い

る
。
田
の
神
お
ろ
し
は
、
十
日
未
明
（
丑

の
刻
）
に
正
月
の
松
葉
を
燃
し
て
、
カ
ラ

ウ
ス
を
三
回
つ
く
行
事
を
呼
ん
で
い
る
。

図（（）　事八日の訪れもの（（）／エビス・大黒
　　　　　　　　　　（文化庁註（（）による）
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（
中
略
）
二
月
八
日
の
行
事
は
、
こ
の
十
日
未
明
の
「
田
の
神
お
ろ
し
」
の
前
提
と
し
て
の
物
忌
す
べ
き
日
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
田
の
神
お
ろ
し
が
済
ん
だ
二
月
十
日
は
「
団
子
を
食
っ
て
遊
ぶ
」
と
い
わ
れ
一
月
カ
ミ
ゴ
ト
（
神
事
）
と
し
て
い
る

の
は
生
産
神
の
無
事
来
臨
さ
れ
た
の
ち
の
祝
日
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
十
二
月
八
日
に
つ
い
て
は
、

　

田
の
神
迎
え
の
日
と
し
て
最
も
早
い
二
月
八
日
と
、
田
の
神
送
り
の
最
終
の
日
と
し
て
の
十
二
月
八
日
は
田
の
神
の
み
な
ら

ず
諸
々
の
こ
と
様
（
神
々
）
が
移
動
す
る
日
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。（
中
略
）
即
ち
二
度
の
八
日
は
本
来
神
々
（
コ
ト
様
）
の

移
動
さ
れ
る
日
で
あ
る
が
、
二
月
八
日
は
他
の
神
々
と
共
に
田
の
神
も
移
動
し
て
、
民
家
を
訪
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
人
々
に

と
っ
て
生
産
神
と
し
て
の
田
の
神
の
来
臨
は
歓
迎
す
る
が
、
そ
の
他
の
疫
病
神
に
と
り
つ
か
れ
た
く
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が

こ
の
日
特
に
疫
病
神
を
除
け
る
た
め
に
目
籠
を
立
て
、
ニ
ン
ニ
ク
豆
腐
を
門
口
に
刺
す
な
ど
し
た
わ
け
で
あ
る
。
関
東
で
は
十

二
月
以
前
に
既
に
田
の
神
は
お
還
り
に
な
ら
れ
、
他
の
神
々
の
み
が
十
二
月
八
日
に
移
動
す
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
二
月
八

日
が
十
二
月
八
日
よ
り
重
要
な
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
月
八
日
が
「
子
祝
い
」
や
「
針
供
養
」
の
行
わ
れ
る
重
要
な

祈
り
日
と
な
っ
た
意
味
も
判
明
す
る
。

と
述
べ
て
い
る（

1（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
藤
田
は
田
の
神
去
来
伝
承
と
の
関
連
で
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
実
際
問
題
事
八
日
の
訪
れ

も
の
を
田
の
神
・
山
の
神
・
作
の
神
と
す
る
地
域
は
、
図
⑸
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
わ
ず
か
な
地
域
に
す
ぎ
ず
、
多
く
は
厄
病
・

疫
病
神
・
貧
乏
神
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ど
う
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
藤
田
の
見
解
で
興
味
深
い
の
は
、

二
月
八
日
と
十
二
月
八
日
は
、
田
の
神
の
み
な
ら
ず
「
諸
々
の
こ
と
様
（
神
々
）
が
移
動
す
る
日
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
」
と
し
た

部
分
で
あ
る
。
こ
の
点
に
留
意
し
た
上
で
、
県
西
部
に
広
く
分
布
す
る
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
に
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
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⑵
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
を
め
ぐ
っ
て

　

広
く
事
八
日
の
事
例
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
の
具
体
例
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
先
ず
は
文
献
に
記
さ
れ
た
も

の
で
あ
る（

11
（

。

（
Ａ
）
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
真
壁
町
真
壁
新
宿
町　

安
達
家
文
書
、
年
中
行
事
帳

　
　

二
月

　
　
　
　

七
日
夜　

目
籠
高
く

　
　
　
　

八
日　

笹
神
之
御
祭
り　

小
豆
め
し

　
　

十
二
月

　
　
　

一
、
七
日
夜　

目
籠
ヲ
高
く
立
る

　
　
　
　
　

八
日

　
　
　

一
、
笹
神
様
御
祭
り　

赤
飯

（
Ｂ
）
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
下
妻
市
横
根　

横
瀬
家
「
年
中
家
行
事
」

　
　

二
月
八
日　

夜
業
な
し

　
　
　

晩
に
麦
飯
焚
。

　
　
　

笹
神
を
庭
へ
作
り
、
長
竿
の
頭
に
籠
を
堅
る
也

（
Ｃ
）
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
三
和
町
仁
連
鈴
木
家
文
書
「
年
中
行
事
亀
鑑
」
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（
※
註
二
月
）

　
　

八
日

　
　

一
、
籠
ヲ
棹
ニ
さ
し
七
日
夜
建
置
候
事

　
　

一
、
笹
神
と
唱
竹
の
枝
を
結
合
井
戸
の
辺
り
に
送
候
事

　
　

一
、
夕
飯
計　
　

蕎
麦　

右
笹
神
へ
備
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　

短
キ
ハ
内
ニ
テ
用
ヘ
ベ
シ

　
　

一
、
春
の
事
収
め
と
唱
裏
へ
造
り
候
事

　
　

一
、
辻
く
り　

百
万
遍
之
数
珠
を
く
り
念
仏
を
唱
え
門
々
軒
別
廻
候

　
　
　
　

初
穂
十
弐
絧
茶
う
け
を
拵
ひ
置
茶
を
振
舞
可
申
事

　
　
（
※
註　

十
二
月
）

　
　

八
日

　
　

一
、
夕
計
蕎
麦　

笹
神
其
外
二
月
通

　
　
　

正
月
之
事
始
メ
二
月
通
リ
但
表
ニ
参
ル

以
上
三
例
の
う
ち
、（
Ｂ
）
だ
け
は
二
月
八
日
一
回
の
み
サ
サ
ガ
ミ
を
祀
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
（
Ｃ
）
は
二
月
八
日
を
事

始
め
、
十
二
月
八
日
を
事
収
め
と
称
し
、
そ
れ
ぞ
れ
サ
サ
ガ
ミ
を
母
屋
の
表
、
裏
と
区
別
し
て
祀
っ
て
い
た
。
ま
た
（
Ｃ
）
は
、
こ

れ
ら
家
毎
の
行
事
と
別
に
、
地
域
全
体
の
行
事
と
し
て
百
万
遍
の
辻
く
り
、
門
く
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
サ
サ
ガ
ミ
習
俗

と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
や
は
り
地
域
全
体
で
行
な
う
行
事
を
次
に
紹
介
し
た
い
。

事
例
⑴　
（
筑
波
山
西
部
地
域
）
真
壁
町
桜
井
の
五
味
田
地
区
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二
月
五
日
に
稲
藁
で
オ
オ
ワ
ラ
ジ
を
作
る
ヨ
ウ
カ
マ
ツ
リ
と
呼
ば
れ
る
行
事
が
行
わ
れ
る
。
地
区
の
南
入
口
に
縦
一
メ
ー
ト
ル
、

横
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
大
き
さ
の
藁
草
履
を
掲
げ
、
北
口
・
西
口
・
東
口
は
縦
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
藁
草
履
を
掲
げ
る
。
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
化
け
物
が
こ
の
地
区
に
い
る
か
ら
と
、
地
区
に
入
ろ
う
と
す
る
ヤ
ク

ビ
ョ
ウ
ガ
ミ
を
追
い
払
う
の
だ
と
い
う
。
五
穀
豊
穣
と
村
内
安
全
を
祈
願
す
る（

11
（

。

　

他
に
事
八
日
に
行
な
う
集
団
的
行
事
に
つ
い
て
の
報
告
例
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
個
別
家
毎
の
行
事
に
合
わ
せ
て
、
百
万
遍
の
数

珠
繰
り
や
、
さ
ら
に
は
所
謂
道
切
り
行
事
を
し
て
い
た
地
域
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
厄
神
除
け
、
悪
霊
、
悪
魔
除
け

の
類
で
あ
る
。
以
下
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
の
事
例
に
移
る
。

事
例
⑵　
（
古
河
周
辺
地
域
）
総
和
町
上
大
野

　

上
大
野
の
Ｃ
家
で
は
二
月
八
日
を
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
、
十
二
月
八
日
を
シ
ワ
ス
ヨ
ウ
カ
も
し
く
は
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
と
呼
ん
で
い
る
。

二
月
八
日
に
は
、「
サ
サ
ガ
ミ
」（
サ
サ
ガ
ミ
ノ
ウ
マ
と
呼
ぶ
）
を
主
屋
の
表
に
立
て
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
サ
サ
ダ
ケ
を
使
わ
ず

カ
ヤ
の
束
の
先
を
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
上
に
供
物
の
ソ
バ
を
箸
で
す
く
っ
て
結
ん
だ
部
分
に
載
せ
る
の
だ
と
い
う
。
十
二
月

八
日
に
は
、
こ
の
カ
ヤ
で
作
っ
た
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
ノ
ウ
マ
を
主
屋
の
裏
に
作
る
。
供
物
は
二
月
同
様
、
ソ
バ
を
箸
で
す
く
っ
て
上
に

載
せ
た
と
い
う
。
こ
の
家
で
は
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
は
ビ
ン
ボ
ウ
ガ
ミ
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ｃ
家
で
は
、
こ
の
日
に
は
ヤ
ク
ビ
ョ

ウ
ガ
ミ
で
あ
る
「
ヒ
ト
ツ
メ
ダ
マ
ノ
ダ
ン
ジ
ロ
ウ
」
が
来
る
と
い
う
の
で
、
七
日
の
晩
か
ら
八
日
の
晩
ま
で
主
屋
の
軒
下
に
メ
エ
ケ

を
付
け
た
竿
を
立
て
掛
け
て
お
い
た
。
ダ
ン
ジ
ロ
ウ
は
、
こ
の
日
履
物
を
外
に
出
し
て
お
く
と
ハ
ン
コ
を
押
し
て
行
く
と
い
う
。
ハ

ン
コ
を
押
さ
れ
た
下
駄
や
草
履
を
は
く
と
足
が
重
く
な
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
履
物
は
全
て
軒
下
に
し
ま
い
こ
ん
だ
い
と
い

う
。
こ
の
ほ
か
に
こ
の
日
に
は
、
ヒ
イ
ラ
ギ
を
二
本
ず
つ
、
ト
シ
コ
シ
の
ヤ
ッ
カ
ガ
シ
同
様
主
屋
の
戸
口
四
カ
所
に
挿
し
た
と
い
う（

11
（

。
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事
例
⑶　
（
古
河
周
辺
地
域
）
総
和
町
上
大
野

　

上
大
野
の
Ｄ
家
で
は
、
二
月
八
日
、
十
二
月
八
日
を
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
と
い
い
、「
サ
サ
ガ
ミ
」（
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
と
呼
ぶ
）
を
作
っ

て
い
た
。
Ｄ
家
の
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
は
、
先
を
丸
め
て
結
ん
だ
サ
サ
ダ
ケ
を
一
本
の
み
で
、
十
二
月
八
日
に
は
主
屋
の
裏
に
、
二
月
八

日
に
は
表
に
作
る
の
だ
と
い
う
。
供
物
は
ウ
ド
ン
を
作
り
結
ん
だ
笹
の
上
に
供
え
た
。
大
正
九
年
生
ま
れ
の
男
性
に
よ
れ
ば
、「
サ

サ
ガ
ミ
サ
マ
は
ビ
ン
ボ
ウ
ガ
ミ
で
、
借
金
取
り
に
追
わ
れ
て
暮
れ
に
は
家
の
裏
に
逃
げ
隠
れ
、
年
が
明
け
る
と
晴
れ
て
表
に
出
ら
れ

る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
い
う（

11
（

。

事
例
⑷　
（
古
河
周
辺
地
域
）
石
下
町
向
石

　

石
下
町
向
石
下
の
Ａ
家
で
は
、
二
月
八
日
、
十
二
月
八
日
を
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
と
呼
ん
だ
。
こ
の
両
日
に
は
ヒ
ト
ツ
メ
コ
ゾ
ウ
・
ア

ク
マ
・
オ
バ
ケ
・
オ
ニ
・
タ
ノ
カ
ミ
・
ヤ
マ
ノ
カ
ミ
な
ど
が
や
っ
て
来
る
と
い
わ
れ
、
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
「
サ
サ
ガ
ミ
」（
サ
サ

ガ
ミ
サ
マ
と
呼
ぶ
）
を
当
日
の
夕
方
に
作
り
、
二
月
八
日
に
主
屋
の
裏
に
、
十
二
月
八
日
に
は
主
屋
の
表
に
立
て
た
。
サ
サ
ガ
ミ
サ

マ
は
タ
ノ
カ
ミ
で
あ
り
、
十
二
月
八
日
は
家
で
農
事
を
見
守
っ
て
い
た
神
が
山
に
帰
る
日
で
あ
り
、
十
二
月
八
日
は
山
に
帰
っ
た
神

が
再
び
家
に
戻
っ
て
来
る
日
で
あ
る
と
い
う
。
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
を
祀
る
理
由
は
タ
ノ
カ
ミ
を
祀
る
た
め
で
あ
る
。「
サ
サ
ガ
ミ
」
の

材
料
と
な
る
サ
サ
ダ
ケ
は
竹
林
に
生
え
て
い
る
も
の
を
男
性
が
取
り
に
行
っ
た
。

　

Ａ
家
の
「
サ
サ
ガ
ミ
」
は
、
サ
サ
ダ
ケ
三
本
を
上
部
で
一
つ
に
結
び
、
そ
の
結
び
目
に
供
物
を
す
る
形
の
も
の
で
あ
る
。
供
物
は

ソ
バ
・
ウ
ド
ン
・
赤
飯
で
当
日
の
夕
食
時
に
作
っ
た
。
こ
の
「
サ
サ
ガ
ミ
」
は
翌
朝
燃
や
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
Ａ
家
で
は
、
二
月
八
日
と
十
二
月
八
日
に
は
早
寝
を
し
、
ま
た
、
メ
カ
ゴ
を
竹
に
付
け
主
屋
の
表
に
立
て
掛
け
た（

11
（

。

以
上
の
う
ち
、
事
例
⑵
と
⑶
は
サ
サ
ガ
ミ
を
二
月
八
日
は
母
屋
の
表
に
、
十
二
月
八
日
は
母
屋
の
裏
に
飾
る
の
に
対
し
て
、
事
例
⑷

は
そ
の
逆
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
応
し
て
か
、
前
二
者
が
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
を
ビ
ン
ボ
ウ
ガ
ミ
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
田
の
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神
と
し
て
い
る
。
藤
田
の
い
う
「
田
の
神
お
ろ
し
」
は
茨
城
県
北
部
に
広
く
分
布
し
て
い
る
が
、
田
の
神
の
去
来
伝
承
は
南
部
地
域

で
は
相
対
的
に
少
な
い
。
し
か
も
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
を
習
合
し
た
例
は
稀
で
あ
る
。
ま
た
事
例
⑵
と
⑷
は
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
の
異
な
る

サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
を
祀
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
加
え
て
ヒ
ト
ツ
メ
ノ
ダ
ン
ジ
ロ
ウ
そ
の
他
の
厄
神
を
防
ぐ
べ
く
、
目
籠
を
掲
げ
て
い
る
点

は
注
目
さ
れ
る
。
事
例
⑷
は
そ
の
目
的
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
目
籠
だ
け
両
日
と
も
母
屋
の
表
に
立
て
る
と
い
う
の
は
、
サ
サ
ガ
ミ

サ
マ
（
す
な
わ
ち
タ
ノ
カ
ミ
サ
マ
）
に
対
す
る
対
応
で
は
な
く
、
事
八
日
一
般
に
み
ら
れ
る
厄
神
へ
の
対
応
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
う
一
つ
事
例
を
紹
介
す
る
が
、
こ
れ
も
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
と
の
か
か
わ
り
は
な
い
。
先
に
田
の
神
の
去
来
伝
承
に
関
わ
る
事
例
を

掲
げ
た
の
で
、
最
後
に
エ
ビ
ス
の
去
来
伝
承
が

伴
な
う
も
の
を
紹
介
す
る
。

事
例
⑸　
（
鬼
怒
川
・
小
貝
川
流
域
南
部
地
域
）

つ
く
ば
市
館
野

　

福
田
坪
の
Ｂ
家
で
は
、
旧
暦
十
二
月
八
日
を

シ
ワ
ス
ヨ
ウ
カ
と
呼
び
、
二
月
八
日
は
特
に
呼

称
は
な
い
。
旧
暦
の
十
二
月
八
日
に
は
エ
ビ
ス

サ
マ
が
お
金
を
稼
い
で
持
っ
て
来
る
、
ま
た
、

エ
ビ
ス
ダ
イ
コ
ク
さ
ん
が
来
る
と
も
い
う
。
シ

ワ
ス
ヨ
ウ
カ
の
エ
ビ
ス
サ
マ
と
い
い
、
エ
ビ
ス

講
・
エ
ビ
ス
ダ
イ
コ
ク
・
ダ
イ
コ
ク
エ
ビ
ス
の

日
で
あ
る
と
も
い
う
。
こ
の
日
に
は
、
竹
を
き

れ
い
に
し
て
籠
を
逆
さ
に
し
て
支
え
、
家
の
前

図（7）　ササガミ習俗の有無（文化庁註（（）による）
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に
置
く
。
旧
暦
の
十
二
月
八
日
（
十
一
月
八
日

だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
）
の
前
日
に
ク
サ

カ
リ
カ
ゴ
を
竹
竿
に
逆
さ
に
掛
け
、
ダ
イ
ジ
ン

ゴ
ウ
サ
マ
（
大
神
宮
様
、
神
棚
）
の
前
に
当
た

る
主
屋
の
正
面
中
央
の
屋
根
に
立
て
掛
け
た
。

夜
に
そ
の
下
に
小
銭
を
撒
い
て
お
き
、
翌
朝
、

子
供
た
ち
に
「
エ
ビ
ス
、
ダ
イ
コ
ク
サ
ン
が
来

た
」
と
言
っ
て
小
銭
を
拾
わ
せ
た
。
旧
暦
十
二

月
八
日
の
前
日
か
ら
八
日
朝
ま
で
行
う
。
子
供

が
小
さ
い
頃
は
行
っ
て
い
た
が
、
お
金
が
な
い

か
ら
最
近
は
や
ら
な
い
と
い
う
。
近
所
で
も
行

っ
て
い
た
と
い
う（

11
（

。

　

つ
く
ば
市
域
で
は
、
か
つ
て
エ
ビ
ス
講
は
十

一
月
八
日
、
十
二
月
八
日
と
二
回
し
て
い
た
所

も
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
エ
ビ
ス
・
大
黒
様
の
去
来
伝
承
に
つ
い
て
は
、
事
例
⑸
と
異
な
り
、
二
月
に
家
の
表
か
ら
稼
ぎ
に
出
る
も
の

の
、
あ
ま
り
も
う
か
ら
な
か
っ
た
の
で
十
二
月
に
は
裏
か
ら
帰
る
と
い
う
伝
承
も
あ
る
。
エ
ビ
ス
・
大
黒
や
福
神
の
去
来
伝
承
に
関

し
て
は
、
県
南
地
域
に
広
く
分
布
す
る
こ
と
か
ら
、
商
業
主
義
の
浸
透
地
域
故
と
い
っ
た
理
由
を
上
げ
る
向
き
も
あ
る
が
、
充
分
な

根
拠
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。

　

以
上
、
最
小
限
の
事
例
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
サ
サ
ガ
ミ
は
事
例
の
よ
う
に
二
月
八
日
と
十
二
月
八
日
に
作
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
も
の
の
、
二
月
の
み
（
八
郷
町
・
つ
く
ば
市
・
境
町
）、
十
二
月
の
み
（
笠
間
市
・
岩
瀬
市
・
つ
く
ば
市
・
結
城
市
・
八
千
代

図（8）　ササガミサマが去来する地域
　　　　　　　�（文化庁註（（）による）
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市
・
大
和
村
）
と
い
う
地
域
も
あ
る
。
ま
た
こ
の
日
の
呼
称
は
、
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
が
去
来
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ

の
日
と
呼
ぶ
地
域
が
多
い
。
し
か
し
、
県
内
の
中
央
部
か
ら
西
に
か
け
て
は
、
日
に
ち
そ
の
も
の
を
さ
す
二
月
八
日
、
師
走
八
日
と

呼
ぶ
地
域
も
目
立
つ
。
こ
の
ほ
か
訪
れ
も
の
の
名
称
そ
の
ま
ま
に
ダ
イ
マ
ナ
ク
、
一
つ
目
小
僧
と
称
し
て
い
る
地
域
も
あ
る
。
事
八

日
の
訪
れ
も
の
の
多
様
さ
に
つ
い
て
は
既
に
ふ
れ
た
が
、
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
に
限
っ
て
い
え
ば
、
多
く
は
貧
乏
な
神
（
八
郷
町
・
大
和
町
・

真
壁
町
・
協
和
町
・
下
妻
町
・
石
下
町
等
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
地
域
で
は
、
十
二
月
に
は
借
金
取
り
が
来
る
の
で
裏
側
に

隠
れ
る
た
め
に
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
を
裏
に
作
り
、
二
月
に
な
る
と
心
配
が
な
く
な
る
の
で
表
に
作
る
と
い
っ
た
伝
承
が
あ
る
。
一
方
数

は
少
な
い
が
、
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
を
福
の
神
（
八
郷
町
）、
田
の
神
（
下
妻
町
・
石
下
町
）
と
す
る
地
域
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
県
南

部
に
エ
ビ
ス
・
大
黒
の
去
来
伝
承
の
あ
る
地
域
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
と
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

　

サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
の
去
来
と
関
連
し
て
、
こ
の
日
山
へ
入
っ
て
は
い
け
な
い
、
履
物
を
出
し
て
お
い
て
は
い
け
な
い
と
伝
え
て
お
り
、

事
八
日
特
有
の
禁
忌
が
確
認
で
き
る
。
ち
な
み
に
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
に
は
、
必
ず
し
も
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
の
去
来
伝
承
が
伴
な
わ
な
い
ケ

ー
ス
も
存
在
す
る（

11
（

。
サ
サ
ガ
ミ
の
形
態
と
機
能
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
こ
の
し
つ
ら
え
を
神
様
の
出
入
口
（
つ
く

ば
市
作
岡
・
石
下
町
岡
田
）
と
見
な
し
た
り
、
オ
ニ
の
家
（
岩
井
市
・
猿
島
町
）
と
言
う
人
も
い
る
。
一
方
で
は
、
こ
の
し
つ
ら
え
自

体
を
サ
サ
ダ
ナ
（
境
町
）
と
呼
び
、
神
棚
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
所
も
あ
り
、
ま
た
供
物
の
台
座
（
八
郷
町
小
堀
）
と
把
え
る
所
も

あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
事
例
⑵
の
よ
う
に
、
貧
乏
神
と
し
て
の
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
を
祀
る
ほ
か
、
や
は
り
こ
の
日
に
や
っ
て
来

る
厄
病
神
、
ヒ
ト
ツ
メ
ダ
マ
ノ
ダ
ン
ジ
ロ
ウ
へ
の
対
処
と
し
て
目
籠
を
掲
げ
て
お
り
、
サ
サ
ガ
ミ
は
本
来
こ
の
日
の
訪
れ
も
の
に
供

物
を
あ
げ
る
し
つ
ら
え
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
い
つ
し
か
神
格
化
さ
れ
、
こ
の
日
の
訪
れ
も
の
に
近
い
性
格
を
帯
び
る
に
至
っ

た
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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三
、
栃
木
県
の
サ
サ
ガ
ミ
習
俗

⑴
事
八
日
の
概
要

　

北
島
の
作
成
し
た
図
⑴
を
見
る
と
、
栃
木
県
も
二
月
八
日
と
十
二
月
八
日
と
も
に
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
二
月
八
日
の
呼
称
を
、
県
の
中
央
部
お
よ
び
県
の
南
部
か
ら
西
部
に
か
け
て
は
事
始
め
と
称
し
、
こ
の
事
始
め
と
並
ん
で
県
下

で
多
く
見
ら
れ
る
呼
称
に
ダ
イ
マ
ナ
コ
・
ダ
イ
マ
ナ
ク
が
あ
り
、
こ
の
ほ
か
、
ニ
ガ
ツ
ヨ
ウ
カ
、
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
な
ど
の
呼
称
も
見

ら
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
日
は
、
目
籠
を
母
屋
の
軒
先
に
高
く
掲
げ
た
り
、
草
刈
り
籠
を
庭
に
伏
せ
た
り
す
る
所
が
多
い
。
ま
た
、

こ
の
日
や
っ
て
来
る
魔
物
を
撃
退
す
る
た
め
に
、
ニ
ン
ニ
ク
と
豆
腐
を
戸
口
に
掲
げ
る
風
習
も
広
く
分
布
し
、
ニ
ン
ニ
ク
の
代
わ
り

に
ネ
ギ
や
ト
ウ
ガ
ラ
シ
、
鰯
の
頭
を
掲
げ
る
所
も
あ
る
。
針
供
養
も
広
い
地
域
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
十
二
月
八
日
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
行
事
を
行
な
っ
て
お
り
、
そ
の
対
応
関
係
は
茨
城
の
そ
れ
よ
り
も
明
確
で
、
二
月
八
日

を
事
始
め
、
十
二
月
八
日
を
事
納
め
・
事
じ
ま
い
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
逆
転
し
て
い
る
の
が
今
市
市
小
倉
の
そ
れ
で

あ
り
、
二
月
八
日
は
正
月
飾
り
を
片
付
け
る
こ
と
か
ら
事
納
め
、
十
二
月
八
日
は
正
月
準
備
を
す
る
こ
と
か
ら
事
始
め
と
呼
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
例
は
栃
木
県
内
で
は
極
め
て
珍
し
い
と
い
う（

11
（

。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
両
日
の
訪
れ
も
の
を
厄
病
・
疫
病
神
・
お
化
け
・
鬼
と
す
る
所
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
一
つ
目
小
僧
や
ダ
イ
マ

ナ
コ
・
ダ
イ
マ
ナ
ク
と
呼
ぶ
地
域
も
、
宇
郡
宮
市
・
栃
木
市
・
下
都
賀
郡
・
芳
賀
郡
・
那
須
郡
な
ど
に
広
が
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ

う
に
災
い
を
も
た
ら
す
好
ま
し
く
な
い
も
の
が
や
っ
て
来
る
と
さ
れ
る
一
方
、
福
や
幸
を
も
た
ら
す
神
が
や
っ
て
来
る
と
い
う
伝
承

も
あ
っ
て
、
足
利
市
や
壬
生
町
・
大
平
町
な
ど
で
は
田
の
神
・
山
の
神
が
や
っ
て
来
る
と
伝
え
、
ま
た
同
じ
く
足
利
市
や
壬
生
町
の

中
に
は
エ
ビ
ス
・
大
黒
が
や
っ
て
来
る
日
と
さ
れ
て
お
り（

1（
（

、
茨
城
県
下
と
共
通
し
て
い
る
点
も
多
い
。

　

以
上
は
各
戸
で
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
地
域
集
団
で
行
な
わ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
ム
ラ
境
に
大
ワ
ラ
ジ
を
吊
り
下
げ
た
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り
、
注
連
縄
を
張
っ
た
り
す
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
百
万
遍
の
数
珠
を
繰
る
習
俗
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

⑵
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
を
め
ぐ
っ
て

　

栃
木
県
に
お
け
る
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
は
、
県
の
中
央
部
か
ら
南
東
部
一
帯
に
か
け
て
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
確
認

で
き
た
の
は
一
三
九
調
査
地
区
の
う
ち
六
三
地
区
に
す
ぎ
ず
、
現
在
も
行
な
っ
て
い
る
と
の
回
答
を
得
た
の
は
、
鹿
沼
市
笹
原
田
・

菅
沼
家
と
小
山
市
伊
石
塚
・
岸
家
の
二
軒
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
。
昭
和
二
十
、
三
十
年
代
に
急
激
に
消
滅
し
て
い
っ
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
し
、
事
八
日
関
連
の
他
の
行
事
は
、
塩
原
町
・
黒
磯
市
・
那
須
市
・
黒
羽
町
の
一
部
で
現
在
も
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い

う（
11
（

。

　

例
に
よ
っ
て
文
献
記
載
の
も
の
か
ら
こ
の
種
の
習
俗
の
実
態
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
Ａ
）
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
旧
南
河
内
町
（
現
下
野
市
）「
吉
田
村
郷
土
誌
」

　

二
月
八
日　

農
家
ノ
事
始
メ
ト
称
シ
テ
、
休
業
ス
。
前
夜
ヨ
リ
大
眼
ト
テ
、
軒
ニ
大
籠
目
籠
ヲ
竹
ノ
先
ニ
付
ケ
樹
ツ
。
悪
魔

除
ケ
ナ
リ
ト
イ
ウ
。
夕
ニ
至
レ
バ
表
庭
ニ
笹
神
ヲ
造
リ
蕎
麦
ヲ
供
エ
テ
祭
ル
。
字
ニ
ヨ
リ
テ
ハ
門
団
子
ヲ
造
ル
ア
リ
。
蕎
麦
カ

キ
ヲ
造
ル
ア
リ

　

十
二
月
八
日　

此
ノ
月
ハ
年
ノ
終
り
の
月
ナ
レ
バ　

迎
歳
ノ
支
度
ニ
多
忙
ニ
シ
テ
休
業
セ
ザ
ル
ハ
一
般
ナ
レ
ド
モ
事
終
リ
ト

称
シ
テ
八
日
前
夜
ヨ
リ
大
眼
ヲ
タ
テ
、
二
月
八
日
同
様
ニ
祝
ウ

こ
の
地
域
で
は
、
旧
暦
二
月
八
日
は
事
八
日
と
か
事
始
め
と
呼
ば
れ
て（

11
（

、
サ
サ
ガ
ミ
を
つ
く
り
、
ダ
イ
マ
ナ
コ
除
け
の
大
籠
・
目
籠

を
掲
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
述
を
見
る
と
、
サ
サ
ガ
ミ
は
供
え
物
の
棚
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
一
方
十
二
月
八
日
は
師

走
八
日
と
称
し
て
二
月
八
日
同
様
の
行
事
を
行
っ
て
い
た
。
な
お
、
旧
南
河
内
町
町
田
の
あ
る
家
で
は
、「
二
月
八
日
の
コ
ト
ハ
ジ



　　　　48

メ
に
対
し
て
、
十
二
月
八
日
を
コ
ト
ジ
マ
イ
と
い
う
。
こ
の
日
は
コ
ト
ハ
ジ
メ
の
日
に
作
物
を
見
回
り
に
出
て
い
っ
た
神
様
が
、
野

良
の
仕
事
を
終
え
て
帰
っ
て
く
る
日
な
ん
だ
」
と
伝
え
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
伝
承
が
、
田
の
神
の
去
来
を
彷
彿
さ
せ
る
が
、
旧
南

河
内
町
で
は
、
二
月
十
日
を
地
鎮
様
と
い
っ
て
こ
の
日
地
鎮
様
が
農
家
に
や
っ
て
来
て
、
十
月
十
日
に
天
に
帰
る
と
伝
え
て
い
る（

11
（

。

二
月
の
こ
の
時
期
は
、
節
分
、
ダ
イ
マ
ナ
コ
（
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
）、
地
鎮
様
、
初
午
と
続
く
が
、
前
二
者
が
疫
神
や
悪
魔
を
追
い
払
う

た
め
の
行
事
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
地
鎮
様
、
初
午
は
農
作
業
の
無
事
や
豊
作
を
祈
る
た
め
の
行
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、

栃
木
県
下
で
は
旧
暦
二
月
十
日
を
田
の
神
迎
え
、
田
の
神
お
ろ
し
な
ど
と
称
し
て
お
り
、
旧
南
河
内
の
よ
う
な
県
南
部
や
西
部
に
か

け
て
は
少
な
く
、
東
部
か
ら
北
部
に
か
け
て
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　

旧
南
河
内
町
で
は
、『
南
河
内
町
史
民
俗
編
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
九
五
年
時
点
で
は
、
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
で
現
存
す
る
例
は
な
か

っ
た
が
、
い
く
つ
か
聞
き
取
り
を
果
た
せ
た
。
以
下
二
例
ほ
ど
紹
介
す
る
。

事
例
⑴　

旧
南
河
内
町
（
現
下
野
市
）
谷
地
賀
・
大
山
家
（
図
⑼
参
照
）

　

二
月
八
日
と
十
二
月
八
日
の
ダ
イ
マ
ナ
コ
は
、
玄
関
の
す
ぐ
脇
に
メ
カ
イ
ゴ
を
竹
竿
に
つ
け
て
立
て
掛
け
た
。
ま
た
笹
神
様
を
立

て
る
の
は
、
二
月
が
邸
の
正
面
で
、
十
二
月
が
裏
で
あ
る（

11
（

。

事
例
⑵　

旧
南
河
内
町
（
現
下
野
市
）
谷
坪
山
・
大
島
家

　

十
二
月
二
十
日
と
年
が
明
け
た
正
月
八
日
の
年
二
回
、
ダ
イ
マ
ナ
グ
と
同
じ
日
に
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
を
祀
る
。
マ
ナ
グ
は
家
の
表
に

し
か
し
な
い
が
、
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
は
家
の
表
と
裏
に
す
る
。
ど
ち
ら
の
日
が
表
か
裏
だ
っ
た
の
か
不
明
確
だ
が
、
笹
竹
を
三
本
束
ね

て
立
て
て
そ
の
上
に
蕎
麦
か
ウ
ド
ン
を
か
け
て
供
え
る
。
こ
の
夜
、
履
物
を
外
に
出
し
て
お
い
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
た（

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
は
母
屋
の
表
と
裏
に
設
置
す
る
よ
う
で
あ
り
、
家
の
神
の
図
と
対
応
さ
せ
て
見
る
と
興
味
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深
い
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
サ
サ
ガ
ミ
の
属
性
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
最
後
に
、
栃
木
県
内
で
現
存
す
る
二
例
の
う
ち
の

一
つ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

事
例
⑶　

鹿
沼
市
大
字
笹
原
田
・
菅
沼
家

　

二
月
八
日
、
十
二
月
八
日
と
も
ダ
イ
マ
ナ
ク
と
称
し
、
こ
の
日
ヤ
ク
ガ
ミ
が
や
っ
て
来
る
と
い
う
。
菅
沼
家
で
は
現
在
も
実
施
し

て
い
る
が
、
近
隣
の
家
で
行
っ
て
い
た
の
は
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
頃
ま
で
で
、
二
、
三
の
家
で
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）

頃
ま
で
実
施
し
て
い
た
。
そ
の
行
事
で
あ
る
が
二
月
八
日
が
早
朝
七

時
頃
、
十
二
月
八
日
は
夕
方
六
時
頃
で
あ
る
。
一
家
の
主
が
屋
敷
内

の
竹
藪
か
ら
、
長
さ
一
～
一
・
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
も
の
で
曲
が
り

の
な
い
真
っ
直
ぐ
笹
の
葉
の
付
い
た
マ
ダ
ケ
三
本
を
取
っ
て
来
る
。

サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
は
サ
サ
ダ
ケ
を
一
辺
が
三
五
～
四
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
三
角
錐
形
に
地
面
に
突
き
刺
し
た
も
の
で
、
頂
部
の
笹
を
結
ぶ
。

な
お
、
菅
沼
家
で
は
こ
の
笹
飾
り
を
コ
ト
ザ
サ
と
称
し
、
サ
サ
ガ
ミ

サ
マ
と
は
い
わ
な
い
。
ま
た
、
コ
ト
ザ
サ
は
祭
り
の
直
前
に
作
る
。

供
物
は
小
豆
飯
で
、
コ
ト
ザ
サ
を
作
る
直
前
に
炊
く
。
従
が
っ
て
二

月
八
日
は
早
朝
に
炊
い
て
コ
ト
ザ
サ
に
供
え
た
後
に
朝
食
と
し
て
家

族
全
員
が
い
た
だ
き
、
一
方
十
二
月
八
日
は
夕
方
に
炊
き
、
同
じ
く

コ
ト
ザ
サ
に
供
え
た
後
に
夕
食
と
し
て
家
族
全
員
が
い
た
だ
く
。
こ

の
時
ソ
バ
ガ
キ
も
合
わ
せ
て
食
べ
る
。
ソ
バ
ガ
キ
を
食
べ
る
と
厄
を

除
け
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

図（9）　下野市谷地賀大山家の家の神とササガミサマ
　　　　　��（南河内町史編さん委員会註（（（）による）
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コ
ト
ザ
サ
を
設
置
す
る
場
所
は
、
二
月
八
日
は
母
屋
の
前
庭
、
十
二
月
八
日
の
場
合
は
母
屋
背
後
で
あ
る
。
コ
ト
ザ
サ
に
お
け
る

祭
り
は
当
主
が
行
な
う
。
小
豆
飯
を
持
っ
た
ゴ
ク
バ
チ
（
御
供
鉢
）
を
持
参
し
て
笹
飾
り
の
所
に
出
向
く
。
二
月
八
日
の
場
合
は
、

ヤ
ク
ガ
ミ
が
玄
関
よ
り
出
て
行
く
と
い
う
こ
と
か
ら
、
出
て
行
く
方
向
つ
ま
り
笹
飾
り
の
北
側
に
立
ち
南
を
向
い
て
小
豆
を
供
え
て

拝
礼
す
る
。
一
方
、
十
二
月
八
日
の
場
合
は
、
ヤ
ク
ガ
ミ
を
裏
口
よ
り
迎
え
入
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
笹
飾
り
の
南
側
に
立
ち
北

を
向
い
て
供
物
を
供
え
拝
礼
す
る
。
こ
の
よ
う
に
十
二
月
八
日
に
ヤ
ク
ガ
ミ
が
や
っ
て
来
る
の
で
、
病
を
撒
き
散
ら
さ
れ
た
り
、
災

い
を
振
り
ま
か
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
二
月
八
日
ま
で
家
に
泊
め
て
お
く
。
従
が
っ
て
十
二
月
八
日
の
場
合
は
、
ヤ
ク
ガ
ミ
が
や
っ

て
来
た
こ
と
を
他
の
家
の
者
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
目
立
た
な
い
母
屋
の
背
後
に
目
印
の
コ
ト
ザ
サ
を
作
り
供
物
を
供
え
る
。

そ
し
て
ヤ
ク
ガ
ミ
を
母
屋
の
裏
口
か
ら
招
き
宿
ら
せ
る
と
い
う
。
一
方
、
二
月
八
日
は
、
ヤ
ク
ガ
ミ
が
出
て
行
く
日
で
あ
り
、
こ
の

日
は
他
人
に
見
ら
れ
て
も
構
わ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
従
が
っ
て
母
屋
の
前
庭
に
コ
ト
ザ
サ
を
飾
り
、
表
玄
関
よ
り
ヤ
ク
ガ
ミ
に

自
由
に
出
て
行
っ
て
も
ら
う
の
だ
と
い
う
。
コ
ト
ザ
サ
は
二
月
、
十
二
月
と
も
一
〇
日
間
く
ら
い
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、
そ
の
後

取
り
外
し
て
川
（
屋
敷
の
東
側
を
流
れ
る
黒
川
）
に
流
し
た
。
現
在
は
屋
敷
内
の
ウ
ジ
ガ
ミ
に
持
っ
て
行
き
そ
こ
に
置
く
。

　

ま
た
、
こ
の
両
日
母
屋
の
玄
関
前
の
軒
先
に
物
干
し
ざ
お
の
先
の
メ
カ
イ
カ
ゴ
を
付
け
て
立
て
か
け
る
。
な
お
、
二
月
の
場
合
は

前
日
の
七
日
夕
方
に
立
て
掛
け
、
八
日
午
前
一
〇
時
頃
に
外
す
。
一
方
十
二
月
の
場
合
は
、
午
前
三
時
頃
に
立
て
掛
け
八
時
頃
に
取

り
外
す
。
メ
カ
イ
カ
ゴ
を
立
て
掛
け
る
理
由
は
、
ヤ
ク
ガ
ミ
が
入
っ
て
来
な
い
よ
う
に
、
高
い
所
か
ら
大
き
な
目
で
見
張
る
た
め
だ

と
い
う
。
さ
ら
に
八
日
の
朝
、
い
ろ
り
で
グ
ミ
の
木
の
小
枝
を
焼
き
屋
敷
の
各
出
入
口
に
置
く
。
な
お
、
グ
ミ
の
木
の
小
枝
を
出
入

口
に
置
く
ま
で
は
表
に
出
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
燃
や
し
た
グ
ミ
の
木
を
出
入
口
に
置
く
理
由
に
つ
い
て
は
、
燃
や
し
た
際
に
出

る
匂
い
を
ヤ
ク
ガ
ミ
が
嫌
う
た
め
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
両
日
に
か
か
わ
る
俗
信
に
つ
い
て
は
、
母
屋
の
軒
先
に
あ
る
履
物
は
、
前
日
の
明
る
い
う
ち
に
台
所
に
取
り
込
む
も
の
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
履
物
を
母
屋
の
軒
先
に
置
い
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
ヤ
ク
ガ
ミ
に
判
を
押
さ
れ
、
判
を
押
さ
れ
た
履
物

の
所
有
者
は
病
に
な
る
か
ら
と
い
う
。
八
日
の
朝
は
、
あ
ま
り
早
く
起
き
る
な
、
起
き
る
と
ヤ
ク
ガ
ミ
に
取
り
憑
か
れ
る
と
も
い
っ
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て
い
る（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
菅
沼
家
で
は
か
な
り
丁
寧
に
行
事
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
コ
ト
ザ
サ
お
よ
び
メ
カ
イ
カ
ゴ
は
ヤ
ク
ガ
ミ
へ
の
対
処

と
は
い
え
、
設
置
す
る
場
所
が
異
な
っ
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
、
ヤ
ク
ガ
ミ
へ
の
対
応
姿
勢
も
相
違
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
カ

イ
カ
ゴ
そ
し
て
燃
や
し
た
グ
ミ
の
小
枝
は
も
っ
ぱ
ら
ヤ
ク
ガ
ミ
除
け
を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
コ
ト
ザ
サ
は
供
え
物
を
の
せ

る
装
置
と
し
て
充
分
な
役
割
を
果
た
し
、
歓
迎
さ
れ
ざ
る
訪
れ
も
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
二
月
に
丁
重
に
迎
え
た
後
、
二
月
に
送

り
出
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
大
島
の
い
う
暮
か
ら
正
月
に
か
け
て
の
厄
神
歓
待
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
事
八
日
に
こ
う
し
た
相

矛
盾
す
る
儀
礼
が
同
居
し
て
い
る
理
由
は
訪
れ
も
の
の
属
性
の
変
化
、
コ
ト
ザ
サ
（
サ
サ
ガ
ミ
）
の
機
能
の
変
化
が
か
か
わ
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
、
い
く
つ
か
具
体
的
事
例
を
あ
げ
た
が
、
栃
木
県
下
の
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
の
傾
向
性
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る（

11
（

。

　

⑴
呼
称　

二
月
八
日
、
十
二
月
八
日
と
も
ダ
イ
マ
ナ
コ
と
呼
ぶ
地
域
が
多
い
一
方
、
年
の
始
め
と
終
わ
り
に
行
な
わ
れ
る
行
事
で

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
二
月
八
日
を
事
始
め
、
十
二
月
八
日
を
事
じ
ま
い
と
呼
ん
で
い
る
所
も
多
く
、
事
八
日
の
呼
称
も
聞
か
れ
る
。

　

⑵
両
日
の
訪
れ
も
の
を
ヤ
ク
ジ
ン
・
ヤ
ク
ガ
ミ
（
厄
神
）・
疫
病
神
と
す
る
所
と
、
悪
魔
・
お
化
け
・
鬼
と
す
る
所
と
大
別
で
き
、

前
者
は
災
い
を
も
た
ら
す
も
の
、
後
者
は
恐
ろ
し
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
両
者
と
も
好
ま
し
く
な
い
存
在

で
あ
る
が
、
田
の
神
・
山
の
神
・
エ
ビ
ス
・
大
黒
等
の
幸
い
を
も
た
ら
す
神
が
や
っ
て
来
る
と
い
う
所
も
あ
る
。

　

⑶
材
料
と
供
え
物　

マ
ダ
ケ
が
多
く
、
そ
の
他
シ
ノ
ダ
ケ
・
モ
ウ
ソ
ウ
ダ
ケ
・
ク
マ
ザ
サ
・
カ
ン
チ
ク
等
が
多
い
。
本
数
は
圧
倒

的
に
三
本
が
多
く
、
頂
部
の
笹
を
丸
め
て
そ
の
上
に
供
え
物
を
供
え
る
。
一
方
で
は
笹
の
付
い
た
直
下
の
交
差
部
分
を
縄
で
縛
り
、

交
差
部
分
に
供
物
を
供
え
る
例
も
見
ら
れ
る
。
供
え
物
は
蕎
麦
・
ウ
ド
ン
・
赤
飯
が
多
く
、
こ
の
他
蕎
麦
ガ
キ
・
小
豆
飯
・
餅
・
ア

ン
コ
モ
チ
・
団
子
等
で
あ
る
。

　

⑷
設
置
場
所　

二
月
八
日
は
母
屋
の
前
、
十
二
月
八
日
は
母
屋
の
裏
と
い
う
所
が
多
い
。
し
か
し
両
日
と
も
母
屋
の
前
に
作
る
と
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い
う
所
も
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
母
屋
の
前
に
作
る
事
例
が
目
立
つ
。

　

⑸
作
る
理
由　

魔
除
け
・
疫
病
除
け
・
災
難
除
け
と
す
る
所
が
ほ
と
ん
ど
で
、
豊
作
を
祈
願
す
る
た
め
、
農
事
の
始
ま
り
や
終
わ

り
を
祝
う
と
し
て
い
る
地
域
も
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

　

小
稿
で
は
、
事
八
日
に
関
す
る
研
究
史
を
大
島
の
編
著
書
に
沿
っ
て
整
理
し
、
文
化
庁
に
よ
る
北
関
東
の
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
に
関
す

る
報
告
書
を
参
考
に
し
な
が
ら
茨
城
・
栃
木
両
県
の
事
八
日
の
概
略
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
両
地
域
に
お
け
る
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
の

特
徴
把
握
に
努
め
た
。

　

先
ず
事
八
日
の
概
略
で
あ
る
が
、
例
外
は
存
在
す
る
も
の
の
北
島
が
指
摘
す
る
よ
う
に
二
月
八
日
、
十
二
月
八
日
の
二
度
行
事
を

行
な
う
地
域
で
、
栃
木
県
下
で
は
前
者
を
事
始
め
、
後
者
を
事
納
め
あ
る
い
は
事
じ
ま
い
と
称
し
て
い
た
。
茨
城
県
下
で
は
、
訪
れ

も
の
の
去
来
伝
承
に
両
者
の
対
応
が
表
れ
て
い
る
も
の
の
、
事
始
め
、
事
納
め
に
関
す
る
明
確
な
伝
承
は
や
や
希
薄
で
あ
る
。
な
お
、

両
日
の
訪
れ
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
厄
神
・
疫
病
神
・
貧
乏
神
、
あ
る
い
は
一
つ
眼
や
巨
大
な
眼
と
い
っ
た
異
形
の
妖
怪
が
ほ
と
ん

ど
で
、
中
に
は
田
の
神
・
山
の
神
、
エ
ビ
ス
・
大
黒
と
い
っ
た
農
業
神
・
福
神
も
存
在
す
る
が
、
地
域
的
に
は
限
定
さ
れ
て
い
た
。

と
は
い
え
、
少
な
か
ら
ず
伝
承
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
田
の
神
の
去
来
と
の
関
係
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
全
て
を
田
の
神

と
の
関
係
で
解
く
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

ま
た
、
こ
の
両
日
の
行
事
内
容
を
見
る
と
、
家
毎
の
行
事
と
し
て
は
母
屋
の
前
後
に
目
籠
を
立
て
た
り
、
戸
口
に
魔
除
け
の
呪
物

を
掲
げ
る
一
方
、
地
域
集
団
単
位
の
行
事
を
す
る
所
も
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
道
切
り
が
両
県
下
で
行
な
わ
れ
て
い
た
ほ
か
、
茨
城
県

下
で
は
、
百
万
遍
の
辻
く
り
・
門
く
り
の
実
施
例
も
認
め
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
こ
の
両
日
は
、
履
物
や
山
入
り
の
タ
ブ
ー
が
伴
っ
て

お
り
、
事
八
日
が
謹
慎
生
活
を
強
い
る
行
事
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
全
国
的
に
広
く
見
ら
れ
る
針
供
養
も
、
謹
慎



53　東日本の事八日再考

生
活
も
物
忌
と
の
関
係
か
ら
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

一
方
の
サ
サ
ガ
ミ
習
俗
は
、
茨
城
県
の
西
部
地
域
、
栃
木
県
の
中
央
部
か
ら
南
東
部
地
域
に
限
定
さ
れ
る
特
異
な
習
俗
で
あ
る
。

こ
ち
ら
も
訪
れ
も
の
の
伝
承
が
伴
っ
て
い
る
も
の
の
、
茨
城
県
下
の
伝
承
か
ら
サ
サ
ガ
ミ
は
本
来
訪
れ
も
の
に
あ
げ
る
供
物
の
し
つ

ら
え
だ
っ
た
も
の
が
、
い
つ
し
か
神
格
化
さ
れ
サ
サ
ガ
ミ
サ
マ
と
し
て
訪
れ
も
の
そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
属
性
は
地
域
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
事
八
日
の
訪
れ
も
の
に
近
い
も
の
と
な
り
、
多
少
形
を
変
え
て
サ
サ
ガ
ミ
サ

マ
と
し
て
祀
る
一
方
、
八
日
の
訪
れ
も
の
も
合
わ
せ
て
祀
る
と
い
う
事
態
へ
と
展
開
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。

　

再
三
指
摘
し
た
よ
う
に
事
八
日
の
訪
れ
も
の
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
藤
田
が
言
う
よ
う
に
こ
の
両
日
は
「
諸
々
の
こ
と
様
（
神
々
）

が
移
動
す
る
日
」
と
い
っ
た
観
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
秋
か
ら
暮
・
正
月
を
経
て
二
月
に
至
る
期
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
訪
れ

も
の
の
習
俗
が
目
白
押
し
で
あ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
ま
た
別
稿
で
長
野
県
下
の
事
例
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
た
上
で
、
事
八
日
の
歴
史
的
変
化
や
属
性
に
つ
い
て
、

そ
れ
な
り
の
見
解
を
示
す
つ
も
り
で
あ
る
。
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六
六
頁
。

　
（
（
）　

倉
石
あ
つ
子
「
年
中
行
事
」
前
掲
論
文　

六
九
頁
。

　
（
（
）　

松
崎
憲
三　

一
九
九
九
「
街
の
飾
り
と
季
節
感
」『
人
生
の
装
飾
法
』
ち
く
ま
新
書　

一
五
八
～
一
八
九
頁
。

　
（
（
）　

松
崎
憲
三
編　

二
〇
〇
七
『
諏
訪
系
神
社
の
御
柱
祭
』
岩
田
書
院　

一
～
三
九
三
頁
。
松
崎
憲
三　

二
〇
一
六
「
千
葉
県
下
の
式
年

祭
～
船
橋
市
三
山
の
七
年
祭
を
中
心
に
～
」『
民
俗
信
仰
の
位
相
』
岩
田
書
院　

一
五
三
～
一
七
六
頁
。

　
（
（
）　

松
崎
憲
三　

二
〇
一
八
「
七
つ
の
祝
い
と
七
五
三
～
常
総
地
方
を
中
心
に
～
」『
茨
城
の
民
俗
』
五
七
号　

茨
城
民
俗
学
会　

二
五

～
四
〇
頁
。
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（
（
）　

松
本
市
教
育
委
員
会
編
刊　

二
〇
一
一
「『
松
本
の
事
八
日
行
事
』
調
査
報
告
書
」
一
～
一
二
頁
。
文
化
庁
編
刊　

二
〇
一
五
『
無

形
民
俗
文
化
財
記
録
集
（（
・
北
関
東
の
サ
サ
ガ
ミ
習
俗　

茨
城
県
・
栃
木
県
』
一
～
二
四
二
頁
。
文
化
庁
編
刊　

二
〇
一
六
『
伊
奈
谷

の
コ
ト
八
日
行
事
』
一
～
九
二
頁
。

　
（
7
）　

小
川
直
之　

二
〇
一
三
『
日
本
の
歳
時
伝
承
』
ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ　

一
～
三
〇
八
頁
。

　
（
8
）　

小
川
直
之　

二
〇
一
三
「
目
一
つ
小
僧
の
来
る
日
」『
日
本
の
歳
時
伝
承
』
前
掲
書　

七
七
～
八
四
頁
。

　
（
9
）　

大
島
建
彦
編　

一
九
八
九
『
双
書
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
視
点
8
・
コ
ト
八
日
』
岩
崎
美
術
社　

一
～
二
八
一
頁
。

　
（
（0
）　

北
島
（
打
江
）
寿
子　

一
九
七
六
「
コ
ト
八
日
」『
日
本
民
俗
学
』
一
〇
七
号　

日
本
民
俗
学
会　

二
一
～
二
二
頁
。

　
（
（（
）　

北
島
（
打
江
）
寿
子　

一
九
七
六
「
コ
ト
八
日
」
前
掲
論
文　

二
二
～
二
六
頁
。

　
（
（（
）　

富
山
昭　

一
九
七
八
「
静
岡
県
の
『
コ
ト
八
日
』
伝
承
～
そ
の
事
例
と
考
察
～
」『
静
岡
民
俗
の
会
々
誌
』
二
号　

静
岡
県
民
俗
学
会　

四
五
頁
。

　
（
（（
）　

山
口
貞
夫　

一
九
二
七
「
十
二
月
八
日
と
二
月
八
日
（
二
）」『
旅
と
伝
説
』
一
〇
巻
二
号　

三
元
社　

七
七
頁
。

　
（
（（
）　

山
口
貞
夫　

一
九
二
七
「
十
二
月
八
日
と
二
月
八
日
（
二
）」
前
掲
論
文　

七
八
頁
。

　
（
（（
）　

和
歌
森
太
郎　

一
九
六
八
『
年
中
行
事
』
至
文
堂　

八
七
～
八
九
頁
。

　
（
（（
）　

大
島
建
彦
編　

一
九
八
九
『
双
書
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
視
点
8
・
コ
ト
八
日
』
前
掲
書　

二
六
九
～
二
七
〇
頁
。

　
（
（7
）　

大
島
建
彦
編　

一
九
八
九
『
双
書
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
視
点
8
・
コ
ト
八
日
』
前
掲
書　

二
七
五
頁
。

　
（
（8
）　

文
化
庁
編
刊　

二
〇
一
五
『
無
形
民
俗
文
化
財
記
録
集
（（
・
北
関
東
の
サ
サ
ガ
ミ
習
俗　

茨
城
県
・
栃
木
県
』
前
掲
書　

七
頁
。

　
（
（9
）　

松
崎
憲
三　
「
七
つ
の
祝
い
と
七
五
三
～
常
総
地
方
を
中
心
に
～
」『
民
俗
信
仰
の
位
相
～
変
容
と
多
様
性
を
さ
ぐ
る
～
』
岩
田
書
院　

二
七
二
～
二
七
三
頁
。

　
（
（0
）　

藤
田
稔　

一
九
五
八
「
田
の
神
信
仰
と
二
月
八
日
の
伝
承
」『
水
戸
一
高
紀
要
』（
大
島
建
彦
編　

一
九
八
九
『
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
視

点
8
・
コ
ト
八
日
』
前
掲
書
所
収　

八
九
～
九
〇
頁
。）

　
（
（（
）　

藤
田
稔　

一
九
五
八
「
田
の
神
信
仰
と
二
月
八
日
の
伝
承
」
前
掲
論
文　

九
二
頁
。

　
（
（（
）　

文
化
庁
編
刊　

二
〇
一
五
『
無
形
民
俗
文
化
財
記
録
集
（（
・
北
関
東
の
サ
サ
ガ
ミ
習
俗　

茨
城
県
・
栃
木
県
』
前
掲
書　

一
一
〇
～
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一
一
三
頁
。

　
（
（（
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

五
二
頁
。

　
（
（（
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

二
〇
頁
。

　
（
（（
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

二
〇
頁
。

　
（
（（
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

五
〇
頁
。

　
（
（7
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

七
五
頁
。

　
（
（8
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

九
～
一
一
頁
。

　
（
（9
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

六
頁
。

　
（
（0
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

一
八
三
～
一
八
七
頁
。

　
（
（（
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

一
八
七
～
一
八
九
頁
。

　
（
（（
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

一
八
九
～
一
九
〇
頁
。

　
（
（（
）　

南
河
内
町
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
九
五
『
南
河
内
町
史
民
俗
編
』
南
河
内
町　

五
七
六
～
六
〇
三
頁
。

　
（
（（
）　

栃
木
県
教
育
委
員
会
編
刊　

一
九
七
九
『
栃
木
県
民
俗
地
図
Ⅱ
』
三
九
頁
。

　
（
（（
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

六
〇
四
頁
。

　
（
（（
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

七
八
八
～
七
九
〇
頁
。

　
（
（7
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

二
一
五
～
二
一
九
頁
。

　
（
（8
）　

註
（
（（
）
に
同
じ　

一
八
〇
～
一
八
一
頁
。
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